
　

　

　

　

　

　

　

　

保険医療機関に指定の「医科・歯科」の医療機関および保険薬局に指定の調剤薬局（法人・個人事業主）

一律 �.�% （買取手数料＝買取債権額X�.�％で、取引毎に算出）

・社保・国保宛て請求額の���%を買取（ただし、後述の買取限度額があります。）

・申込受付の翌営業日から起算して�営業日後に指定口座に入金

留意事項
・早期受取金額＝社保・国保宛て請求合計額（除く患者負担分）の���%－買取手数料・調整金 ※
　※調整金：社保・国保から当社が期日に受領する合計金額が、該当する買取債権額を下回った場合の差額分

・個人事業主の社保宛て請求分は、源泉税率・復興税率相当を除く部分を買取債権額とします。

�カ月当たりの買取債権額の上限は���万円、下限は��万円
（ただし、毎月の申込回数は�回とします。）

請求額が500万円超の場合
 （���万円超の部分には手数料はかかりません。）

・社保・国保宛て請求額が���万円超の場合の買取債権額は���万円
・���万円超の部分は、社保・国保から当社が期日に受領後、指定口座に入金

・毎月末頃を予定（休日等を勘案した期限の詳細は専用WEBサイトに掲載します。）
・契約期間中は、毎月、取引申込いただきます。

留意事項 期限までに申込がない場合は、取立扱いとし、社保・国保から当社が期日に診療報酬債権相当額を受領後、
受領金額から回収代行手数料�,���円（消費税抜）を控除した金額を指定口座に入金します。

�年 (�年ごとの更新)契約期間

利用対象

買取手数料率

買取債権額

買取限度額

取引申込期限

サービスご利用条件


